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平成３０年度倉敷市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により審査に付された，平成３０年度倉敷市健全化判断比率及び資金不足比

率並びに証書類を審査した結果，その意見は，次のとおりである。 
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 （注） 

１ 文中に用いた金額は，原則として万円単位で表示した。 

２ 金額は，表示単位未満を四捨五入した。このため，差額又は合計金額が一致

しない場合がある。 

３ 比率「％」は，表示単位未満を四捨五入した。 

４ ポイントとは，パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値である。 

５ 増減率とは，当年度と前年度の差額を，前年度の額の絶対値で除したものを

百分率で表示したものである。 

  ６ 各表中の符号の用法は，次のとおりである。 

   「－」・・・・・・・・・・該当数値がないもの・算出不能又は無意味なもの 

   「０．０」・・・・・・・・該当数値はあるが，単位未満のもの 

   「△」・・・・・・・・・・負数又は減数 
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健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見 

 

第１ 審査の対象 

 １ 平成３０年度 健全化判断比率 

  （1）実質赤字比率 

  （2）連結実質赤字比率 

  （3）実質公債費比率 

  （4）将来負担比率 

 ２ 平成３０年度 資金不足比率 

 ３ １及び２の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

   令和元年７月２６日から令和元年８月２１日まで 

 

第３ 審査の方法 

   審査は，健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

した書類が，地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に基づき算

定され，適正に作成されているかを主眼として，関係書類等を照合審査するとともに

関係職員から説明を聴取するなど，一般に公正妥当と認められる審査手続きにより実

施した。 

 

第４ 審査の結果 

   審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びに算定の基礎となる事項を

記載した書類は，いずれも関係法令等に基づき算定され，適正に作成されているもの

と認めた。 

   審査の概要並びにそれに対する意見は，次のとおりである。 
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１ 算定対象会計 

  健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は，次のとおりである。 

 

 

 

第三セクターのうち，要件に該当しない団体（債務補償契約を締結していない等）

岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団

倉 敷 市 土 地 開 発 公 社

一般財団法人倉敷市開発公社

普
通
会
計 一般会計等に属

する特別会計

 一部事務組合・
広 域 連 合

岡山県市町村総合事務 組合

岡山県後期高齢者医療広域連合

備 南 水 道 企 業 団

岡 山 県 南 部 水 道 企 業 団

児島モーターボート競走事業会計

竹 川 組 合

高 梁 川 東 西 用 水 組 合

八 ケ 郷 合 同 用 水 組 合

湛 井 十 二 箇 郷 組 合

四 ケ 郷 組 合

三 ケ 村 組 合

六 ケ 郷 組 合

・公益財団法人倉敷市保健医療センター

地　方　公　社
第三セクター等

・倉敷市開発ビル株式会社
・くらしきシティプラザ東西ビル管理株式会社
・社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

倉 敷 西 部 清 掃 施 設 組 合

総 社 広 域 環 境 施 設 組 合

備 南 衛 生 施 設 組 合

倉敷地区農業共済事務 組合

ふなおワイナリー有限 会社

農業集落排水事業特別 会計

一般会計等以外
の特別会計のう
ち公営企業に係
る特別会計以外
の特別会計公

営
事
業
会
計

法適用公営企業

法非適用
公営企業

水 道 事 業 会 計

市 民 病 院 事 業 会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計

西 一 郷 半 組 合

・公益財団法人倉敷市文化振興財団
・公益財団法人倉敷市スポーツ振興事業団

一　　般　　会　　計

国民健康保険事業特別 会計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

住宅新築資金等貸付特別会計

岡 山 県 信 用 保 証 協 会

一般財団法人倉敷市船穂農業公社

実
質
赤
字
比
率

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

資
金
不
足
比
率
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２ 健全化判断比率 

  健全化判断比率の状況は，次のとおりである。 

 

                     （単位：％，ポイント） 

区   分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 
早期健全

化 基 準 

財政再生

基  準 

実質赤字比率  

 

－ 

(△5.17) 

 

－ 

(△3.93) 

 

－ 

(△1.24) 

11.25 20.00 

連結実質赤字比率 

 

－ 

(△24.80) 

 

－ 

(△24.61) 

 

－ 

(△0.19) 

16.25 30.00 

実質公債費比率 5.3 5.8 △0.5 25.0 35.0 

将来負担比率  47.9 42.7 5.2 350.0 － 

  （注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，算定した結果が赤字でないため「－」で表示した。

各比率の（  ）内の数値は計算結果に基づく数値を参考として表示した。 

 

 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，該当の数値はない。 

  当年度の実質公債費比率は 5.3％で，前年度に比べ 0.5ポイント改善し，早期健全化

基準（25.0％）を下回っている。 

  将来負担比率は 47.9％で，前年度に比べ 5.2ポイント悪化したが，早期健全化基準

（350.0％）を下回っている。 

本市の比率は，いずれも国の示す基準では，財政の健全段階の範囲である。 

 

 [早期健全化基準,財政再生基準の適用] 

地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐために「早期健全化基準」,「財政再生基準」の２

段階で財政悪化をチェックすることが目的である。 

健全化判断比率のうち，いずれかが早期健全化基準以上の場合には，議会の議決を経て財

政健全化計画を定めることとなる。 

財政健全化計画の実施状況を踏まえ，財政の早期健全化が著しく困難と認められるときは，

国等の関与により，確実な財政再生が行われることとなる。 
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（1）実質赤字比率 

福祉，教育，まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化

し，財政運営の深刻度を示すもので，比率は次の算式による。 

 

              

 

 

実質収支額は 55億8,321万円の黒字となっているため，実質赤字比率はない。 

参考としての比率を求めたところ △5.17％となり，前年度に比べ 1.24ポイント 

黒字の比率が上昇している。 

 

（単位：％，ポイント） 

区    分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 

本市の参考比率 A／B    △5.17 △3.93 △1.24 

                                   

（単位：千円，％） 

区    分 
実 質 収 支 額 

増減額 増減率 
平成３０年度 平成２９年度 

一 般 会 計 6,639,008 5,281,732 1,357,276 25.7 

一般会計等に属する特別会計 △1,055,791 △1,064,740 8,949 0.8 

 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計 898 0 898 皆増 

住宅新築資金等貸付特別会計 △1,056,689 △1,064,740 8,051 0.8 

合    計  A 5,583,217 4,216,992 1,366,225 32.4 

標準財政規模   B 107,810,088 107,167,476 642,612 0.6 

 

実質収支額の３会計の合計は 55億8,321万円で，前年度に比べ 13億6,622万円（32.4％）

の増加となっている。これは主として，歳入総額の増加が歳出総額の増加を上回ったこ

とにより，一般会計の実質収支額が増加したことによるものである。 

 

[標準財政規模]                         （単位：千円，％） 

 区    分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

 標準税収入額等 88,037,929 87,462,269 575,660 0.7 

 普通交付税額 11,591,886 11,940,836 △348,950 △2.9 

 臨時財政対策債 8,180,273 7,764,371 415,902 5.4 

 合    計 107,810,088 107,167,476 642,612 0.6 

（注）標準財政規模とは，地方公共団体の市税・譲与税・普通交付税などの標準的な規模を示すもの。 

 

標準財政規模は，標準税収入額等 880億3,792万円，普通交付税額 115億9,188万円，

臨時財政対策債 81億8,027万円の合計額 1,078億1,008万円である。標準財政規模は前年

度に比べ 6億4,261万円（0.6％）の増加となっている。 

実質赤字比率 ＝  
一般会計等の実質赤字額 Ａ  

標準財政規模 Ｂ  



 5

（2）連結実質赤字比率 

すべての会計の赤字や黒字を合算し，地方公共団体全体としての赤字の程度を指標

化し，財政運営の深刻度を示すもので，比率は次の算式による。 

 

      

      

連結実質収支額等は 267億4,250万円の黒字となっているため，連結実質赤字比率は

ない。 

参考としての比率を求めたところ △24.80％となり，前年度に比べ 0.19ポイント黒

字の比率が上昇している。 

     

（単位：％，ポイント） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 

本市の参考比率   (A+B) ／ C △24.80 △24.61 △0.19 

 

（単位：千円，％） 

会  計  名 
実 質 収 支 額 

平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

一    般  会  計  等 5,583,217 4,216,992 1,366,225 32.4 

一般会計等以外の特

別会計のうち公営企

業に係る特別会計以

外の特別会計 

国民健康保険事業特別会計 656,760 2,031,218 △1,374,458 △67.7 

介護保険事業特別会計 480,062 480,291 △229 △0.0 

後期高齢者医療事業特別会計 180,439 186,442 △6,003 △3.2 

小     計    A 6,900,478 6,914,942 △14,464 △0.2 

会  計  名 
資 金 剰 余 額 

平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

法 適 用 

企 業 

水道事業会計 5,183,919 5,263,072 △79,153 △1.5 

児島モーターボート競走事業会計 14,323,804 13,717,478 606,326 4.4 

市民病院事業会計 325,376 484,647 △159,271 △32.9 

法非適用 

企  業 

下水道事業特別会計 0 0 0 - 

農業集落排水事業特別会計 8,925 0 8,925 皆増 

小     計   B 19,842,024 19,465,197 376,827 1.9 

 合      計   A+B 26,742,502 26,380,139 362,363 1.4 

標準財政規模      C 107,810,088 107,167,476 642,612 0.6 

 

連結実質収支額等の合計は，前年度に比べ 3億6,236万円（1.4％）の増加となって

いる。これは主として，国民健康保険事業特別会計の実質収支額が減少したものの，

一般会計等の実質収支額及び児島モーターボート競走事業会計の資金剰余額が増加し

たことによるものである。 

 

 

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額（A+B） 

標準財政規模 Ｃ 
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（3）実質公債費比率 

一般会計等が負担する借入金（市債）の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標

化し，資金繰りの危険度を示したもので，比率は次の算式による。 

 

            （元利償還金 A ＋準元利償還金B ）－ 
      （特定財源 C ＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D ） 
     ＝                              
                              （標準財政規模 E ）－            
        （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D ） 

 

実質公債費比率は，次表のとおりである。 

（単位：％，ポイント） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 

実質公債費比率（３か年平均） 5.3 5.8 △0.5 

 

実質公債費比率算定の内訳は，次表のとおりである。 

 

（単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度 

A 元利償還金 15,669,782 15,320,060 14,763,420 

B 準元利償還金 12,020,718 11,999,324 11,870,300 

C 特定財源 5,085,479 5,175,851 4,375,861 

D 
元利償還金・準元利償還
金に係る基準財政需要
額算入額 

17,861,847 17,810,016 16,895,640 

E 標準財政規模 107,810,088 107,167,476 106,502,796 

単年度実質公債費比率 5.3 4.8 6.0 

（注）平成27年度の単年度実質公債費比率は，6.8%である。 

 

 当年度の実質公債費比率は 5.3％で，前年度に比べ 0.5ポイント改善し，早期健

全化基準（25.0％）を下回った数値となっている。これは，３か年の平均値であり，

当年度の単年度実質公債費比率 5.3％が，平成２７年度の当該比率 6.8％を下回っ

たことによるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費

比   率 
３か年 

平 均 
の 
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   (ア) 元利償還金，準元利償還金の状況について 

                                   （単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

元利償還金（一般会計等）（注1） 15,669,782 15,320,060 349,722 2.3 

準 元 利 償 還 金 （注2） 12,020,718 11,999,324 21,394 0.2 

 水道事業会計 8,795 6,361 2,434 38.3 

 市民病院事業会計 87,936 111,943 △24,007 △21.4 

 下水道事業特別会計 10,795,564 10,682,236 113,328 1.1 

 農業集落排水事業特別会計 59,261 58,652 609 1.0 

 一部事務組合 44,870 61,284 △16,414 △26.8 

 公債費に準ずる債務負担行為額 540,920 628,750 △87,830 △14.0 

 満期一括償還地方債に係る年度割相当額ほか 483,372 450,098 33,274 7.4 

合     計 27,690,500 27,319,384 371,116 1.4 
 

（注1）元利償還金は，一般会計などの公債費である。 

（注2）準元利償還金は，主として公営事業会計の支払う元利償還への一般会計からの繰入金や将来の支

払を約束した債務負担行為額である。 

 

元利償還金及び準元利償還金は，前年度に比べ 3億7,111万円（1.4％）の増加と

なっている。これは主として，元利償還金が増加したことによるものである。 

         

   (イ) 特定財源の状況について 

                                   （単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

国，県からの利子補給 109,007 103,791 5,216 5.0 

貸付金の財源として発行した市 

債に係る貸付金の元利償還金 
6,306 10,441 △4,135 △39.6 

公営住宅使用料 264,965 277,076 △12,111 △4.4 

都市計画事業の財源として発行された

市債償還額に充当した都市計画税 
4,705,201 4,784,543 △79,342 △1.7 

合     計 5,085,479 5,175,851 △90,372 △1.7 

（注）特定財源は公債費に充当されているものである。 

 

特定財源は，前年度に比べ 9,037万円（1.7％）の減少となっている。これは主と

して，都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当した都市計画税が減

少したことによるものである。 
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   (ウ) 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額の状況について 

                                   （単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

災害復旧費等に係る基準財政需要額 

（注1） 
15,186,003 14,969,335 216,668 1.4 

密度補正により基準財政需要額に算入

された元利償還金及び準元利償還金 

（注2） 

83,179 76,173 7,006 9.2 

事業費補正により基準財政需要額に算 

入された公債費             （注3） 
2,592,665 2,764,508 △171,843 △6.2 

合     計 17,861,847 17,810,016 51,831 0.3 

（注1）公防債や臨時財政対策債，合併特例債の償還金が主なものである。 

（注2）一般会計出資債及び病院事業債の償還金である。 

（注3）下水道費や道路橋りょう費の市債償還金が主なものである。 

 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は，前年度に比べ  

5,183万円（0.3％）の増加となっている。これは主として，事業費補正により基準

財政需要額に算入された公債費が減少したものの，災害復旧費等に係る基準財政需

要額算入額が増加したことによるものである。 
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（4）将来負担比率 

地方公共団体の一般会計の借入金（市債）や将来支払っていく可能性のある負担

等の現時点での残高の程度を指標化し，将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか

を示すもので，比率は次の算式による。 

 

将来負担比率＝ 
将来負担額 A  － 充当可能な財源（基金・特定歳入等） B 

標準財政規模 C － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D  
 

将来負担比率は，次表のとおりである。 

（単位：％，ポイント） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 

将来負担比率   (A-B）/(C-D) 47.9 42.7 5.2 

 

（単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

A 将来負担額 312,944,299 306,351,030 6,593,269 2.2 

B 
充当可能な財源 

（基金・特定歳入等） 
269,819,237 268,131,687 1,687,550 0.6 

(A-B) 計 43,125,062 38,219,343 4,905,719 12.8 

C 標準財政規模 107,810,088 107,167,476 642,612 0.6 

D 
元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額  

17,861,847 17,810,016 51,831 0.3 

(C-D） 計 89,948,241 89,357,460 590,781 0.7 

 

将来負担比率は 47.9％で，前年度に比べ 5.2ポイント悪化している。これは主と  

して，充当可能な財源が 16億8,755万円増加したものの，将来負担額も 65億9,326万円

増加したことによるものである。 
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   (ア) 将来負担額の状況について 

                         （単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

市債の現在高 182,093,532 172,856,986 9,236,546 5.3 

債務負担行為に基づく支出予定額 2,653,985 2,732,746 △78,761 △2.9 

公営企業債等繰入見込額 107,802,577 109,811,992 △2,009,415 △1.8 

組合等への負担等見込額 159,054 280,119 △121,065 △43.2 

退職手当負担見込額 20,084,793 20,343,953 △259,160 △1.3 

設立法人の負債額等負担見込額 150,358 325,234 △174,876 △53.8 

合     計 312,944,299 306,351,030 6,593,269 2.2 

     

 将来負担額は 3,129億4,429万円で，前年度に比べ 65億9,326万円（2.2％）の増加

となっている。これは主として，下水道事業特別会計などの公営企業債等繰入見込額

が減少したものの，７月豪雨災害関連事業に伴う災害復旧事業債の発行などにより市

債の現在高が増加したことによるものである。 

 

   (イ) 充当可能な財源（基金・特定歳入など）の状況について 

              （単位：千円，％） 

区     分 平成３０年度 平成２９年度 増減額 増減率 

充当可能な基金      （注1） 34,352,053 33,844,638 507,415 1.5 

充当可能な特定歳入    （注2） 44,029,503 40,647,413 3,382,090 8.3 

 うち都市計画税 40,026,956 38,612,247 1,414,709 3.7 

基準財政需要額へ算入される見込額（注3） 191,437,681 193,639,636 △2,201,955 △1.1 

合     計 269,819,237 268,131,687 1,687,550 0.6 

（注1）地方自治法第241条に規定する基金であって，現金・預金・国債等で保有しているもの。 

（注2）市債の償還に充当することができる国・県等からの補助金，公営住宅の賃借料及び都市計画税など

を対象としている。 

（注3）普通交付税の算定基礎となるもので，地方公共団体の財政需要を合理的に算出した額のうち，公債

費等について国の定めた算定額を財政需要額へ算入するもの。 

 

 充当可能な財源は，財政調整基金など２５基金 343億5,205万円，都市計画事業の財

源として発行された市債償還額に充当した都市計画税などの特定歳入 440億2,950万

円，地方交付税の算定に用いる基準財政需要額へ算入される見込額 1,914億3,768万円

で，全体では 2,698億1,923万円となっている。これを前年度と比べると 16億8,755

万円(0.6％)の増加となっている。これは基準財政需要額へ算入される見込額が減少し

たものの，充当可能な特定歳入及び充当可能な基金が増加したことによるものである。 
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３ 資金不足比率 

公営企業の資金不足額を，公営企業の事業規模と比較して指標化し，経営状況の深刻

度を示すものである。 

 

  資金不足比率の状況は次のとおりである。 

                 （単位：％，ポイント） 

区   分 平成３０年度 平成２９年度 増 減 
経営健全化 

基準 

水 道 事 業 会 計 
－ 

（△76.54） 

－ 

（△76.24） 

－ 

（△0.30） 

 20.0  

児島ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走事業会計 
－ 

（△39.03） 

－ 

（△47.25） 

－ 

（8.22） 

市 民 病 院 事 業 会 計 
－ 

（△11.62） 

－ 

（△20.15） 

－ 

（8.53） 

下水道事業特別会計  － － － 

農業集落排水事業特別会計 
－ 

（△53.70） 
－ － 

（注）資金不足比率については，算定した結果が赤字でないため「－」で表示した。各比率の（  ）内の数 

値は計算結果に基づく数値を参考として表示した。 

 

いずれの会計も資金不足額を生じていないため，該当の数値はない。 

本市の比率は，いずれも国の示す基準では，財政の健全段階の範囲である。 

 

なお，参考としての比率を求めたところ，法適用企業では，水道事業会計は △76.54％

となり，前年度に比べ 0.3ポイント改善したが，児島モーターボート競走事業会計は △

39.03％となり，前年度に比べ 8.22ポイント，市民病院事業会計は △11.62％となり，前

年度に比べ 8.53ポイントといずれも悪化している。一方，法非適用企業では，下水道事

業特別会計は資産剰余額を生じていないため，参考としての比率はなく，農業集落排水事

業特別会計は，△53.70％となっている。 

 

  [経営健全化基準の適用] 

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には，議会の議決を経て経営健全化計画を定め

ることとなる。 
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 （1）法適用企業 

 法適用企業の資金剰余額の状況は，次表のとおりである。 

                                 （単位：千円） 

区   分 会計年度 

A 

負債等 

（注１） 

B 

建設改良費等以

外の経費の財源

に充てるために

起こした地方債

の 現 在 高 

C 

資産等 

（注２） 

D 

解消可

能資金

不足額 

 

資金剰余額 

E 

事業規模 

水道事業会計 

平成３０年度 1,718,339 0 6,902,258 0 5,183,919 6,773,207 

平成２９年度 2,281,277 0 7,544,349 0 5,263,072 6,903,734 

増 減 額 △562,938 0 △642,091 0 △79,153 △130,527 

児島ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ 

競走事業会計 

平成３０年度 4,801,372 0 19,125,176 0 14,323,804 36,699,437 

平成２９年度 4,034,083 0 17,751,561 0 13,717,478 29,034,629 

増 減 額 767,289 0 1,373,615 0 606,326 7,664,808 

市 民 病 院 

事 業 会 計 

平成３０年度 345,727 0 671,103 0 325,376 2,801,224 

平成２９年度 923,030 0 1,407,677 0 484,647 2,405,020 

増 減 額 △577,303 0 △763,574 0 △159,271 396,204 

（注1）負債等＝流動負債－（控除企業債等＋控除未払金等＋控除額＋控除引当金等＋ＰＦＩ建設事業費等） 

（注2）資産等＝流動資産－（控除財源＋控除額－貸倒引当金） 

 

比率は次の算式によるが，各会計とも資金不足額を生じていないため，該当の数値

はない。 

 

 

    

 

公営企業における法適用企業の資金剰余額は，児島モーターボート競走事業会計

で 143億2,380万円となり，前年度に比べ 6億632万円の増加となったものの，水道

事業会計で 51億8,391万円となり，前年度に比べ 7,915万円，市民病院事業会計で 3

億2,537万円となり，前年度に比べ 1億5,927万円といずれも減少となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金不足比率 ＝ 

資金不足額 {（負債等 Ａ ＋建設改良費等以外の経費の財源に充てる
ために起こした地方債の現在高 Ｂ －資産等 Ｃ ）－解消
可能資金不足額 Ｄ } 

事 業 規 模 Ｅ  
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（2）法非適用企業 

    法非適用企業の資金剰余額の状況は，次表のとおりである。 

                                   （単位：千円） 

区   分 会計年度 

A 

歳出額 

B 

算入地

方債の

現在高 

C 

歳入額－次年

度に繰り越す

べき財源 

D 

解消可能 

資金不足額 

 

資 金 

剰余額 

 

E 

事業規模 

下水道事業 

特別会計 

平成３０年度 22,315,611 0 22,273,234 18,044,208 0 8,292,497 

平成２９年度 23,809,870 0 23,809,870 0 0 9,106,816 

増 減 額 △1,494,259 0 △1,536,636 18,044,208 0 △814,319 

農業集落 

排水事業 

特別会計 

平成３０年度 115,264 0 124,189 0 8,925 16,619 

平成２９年度 100,555 0 100,555 0 0 18,165 

増 減 額 14,709 0 23,634 0 8,925 △1,546 

※下水道事業特別会計は，資金不足額の算定法（Ａ＋Ｂ－Ｃ-Ｄ＜０となる場合は，資金不足額＝０）によ

り，資金不足額を生じていない。 

     

比率は次の算式によるが，各会計とも資金不足額を生じていないため，該当の数値

はない。 

 

 

 

 

 

下水道事業特別会計については，解消可能資金不足額を算入した結果，資金不足

額を生じていない。一方，農業集落排水事業特別会計の資金剰余額は，892万円と

なっている。 

 

 

  

事 業 規 模 Ｅ  
資金不足比率 ＝ 

資金不足額 {（歳出額 Ａ ＋算入地方債の現在高 Ｂ －（歳入額－次
年度に繰り越すべき財源）Ｃ－解消可能資金不足額 Ｄ } 
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第５ 審査意見 

健全化判断比率のうち，実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，黒字となってい

るため，数値として表示されない。 

実質公債費比率については 5.3％となり，前年度と比較して 0.5ポイント改善している。 

将来負担比率については 47.9％となり，前年度に比べ 5.2 ポイント悪化している。これ

は，７月豪雨災害関連事業に伴う災害復旧事業債の発行などにより市債現在高が増加したこ

とが大きな要因である。 

資金不足比率については，いずれの会計においても資金不足額を生じていないため，数値

として表示されない。 

このように，倉敷市の健全化判断比率は早期健全化基準を，資金不足比率は経営健全化基

準を，いずれも下回っている。 

倉敷市では，今後，災害からの復旧・復興を引き続き着実に進めていくための十分な財源

を確保していく必要がある。また，少子高齢化社会の進展による社会保障関係費の増加，防

災・減災対策事業費の確保，公共施設の老朽化に伴う更新費用の増加等の財政需要にも的確

に対応していかなければならない。 

こうした状況や今後の人口減少社会を踏まえ，将来世代に過度の負担を残すことのないよ

うに，健全化判断比率等の改善にもつながる負債の削減や基金の確保に取り組むなど，更な

る健全な財政運営，健全な企業経営に向けてより一層の努力を期待するものである。 

 

 


